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附則 

 

（以下中略） 

 

第 5 章 介護保険運営協議会 

（協議会の設置） 

第 18 条 介護保険事業の運営並びに法第 117 条第１項に規定する市町村介護保険事業計画及

び老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の８第１項に規定する市町村老人福祉計画

の策定、変更及び進行管理に関する重要事項を審議するため、介護保険運営協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

（平 26 条例 18・一部改正） 

（組織等） 

第 19 条 協議会は、委員 12 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 被保険者 

(2) 居宅サービス事業若しくは居宅介護支援事業に従事する者又は介護保険施設に勤務する者 

(3) 学識経験者 

(4) 公益代表者 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第 20 条 協議会に会長及び副会長１人を置き、前条第２項第３号及び第４号に該当する者とし

て委嘱された委員のうちから委員の選挙により選任する。 

（会議） 

第 21 条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、審議のため必要があるときは、あらかじめ市長に協議して、関係者の出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

（以下省略） 


